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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．第22期、第23期、第24期及び第25期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり当期純損失が計

上されており、また潜在株式が存在しないため、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載

しておりません。 

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期 

決算年月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 

売上高 （千円） 3,261,817 3,760,414 2,291,038 2,265,940 1,054,512 

経常損益 （千円） 39,440 19,608 △52,944 △109,403 △98,880 

当期純損益 （千円） △978,626 △228,374 △245,989 △167,991 109,658 

持分法を適用した場

合の投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 8,273,496 8,273,496 8,273,496 8,273,496 1,700,000 

発行済株式総数 （株） 165,469,931 165,469,931 165,469,931 165,469,931 165,469,931 

純資産額 （千円） 2,389,076 1,821,945 1,770,636 1,764,160 1,979,625 

総資産額 （千円） 3,499,046 2,768,543 2,349,999 2,215,754 2,041,416 

１株当たり純資産額 （円） 14.44 11.01 10.70 10.66 11.96 

１株当たり配当額

（内１株当たり中間

配当額（円）） 

（円） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－)  

１株当たり当期純利

益 
（円） △5.91 △1.38 △1.49 △1.02 0.66 

潜在株式調整後１株

当たり当期純損益 
（円） － － － － 0.65 

自己資本比率 （％） 68.3 65.8 75.3 79.6 97.0 

自己資本利益率 （％） － － － － 5.9 

株価収益率 （倍） － － － － 77.3 

配当性向 （％） － － － － － 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △1,300,711 △59,617 △568,618 135,842 213,304 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 784,932 35,902 314,802 △77,343 △19,210 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △1,020,126 △152,065 △156,059 △156,010 △143,103 

現金及び現金同等物

の期末残高 
（千円） 809,809 634,029 224,154 126,643 177,632 

従業員数 

［外、平均臨時雇用

者数］ 

（人） 18 21 16 15 14 



２【沿革】 

年月 事項 

昭和55年３月 宝石貴金属製品の卸売業としての株式会社富士流通を東京都渋谷区道玄坂に設置し、資本金

3,000千円をもって設立いたしました。 

昭和59年６月 業界の流通経路の改革へのチャレンジ、ユーザー本位の販売体制を確立する事により、業界のパ

イオニアを目指し、卸売業より小売業に転換を図るため、本社を移転しショールームを併設いた

しました。 

昭和60年４月 海外一流ブランド商品（時計、バック等）の取扱を開始いたしました。 

平成元年４月 ブランドイメージ向上のため、社名を株式会社富士流通から株式会社エフアールに変更いたしま

した。 

平成元年８月 拡大する事業内容に対応のため、本社機能を渋谷区南平台町に移転いたしました。 

平成３年４月 社団法人日本証券業協会へ店頭登録し、株式を公開いたしました。 

平成３年11月 ダイヤモンドの販売促進のため、ダイヤモンドエクスチェンジシステムを導入いたしました。 

平成７年10月 経営の多角化を図るため、動産ファイナンス事業を開始いたしました。 

平成９年１月 新規事業展開に対応するため、本社機能を港区麻布十番に移転いたしました。 

平成10年３月 海外一流ブランド商品（時計、バック等）の販売促進のため、リセールを開始いたしました。 

平成11年２月 リストラクチャリングの一環として、本社機能を港区芝浦に移転いたしました。 

平成12年７月 経営の多角化を図るため、投資事業を開始いたしました。 

平成12年９月 企業イメージの高揚を図るため、社名を株式会社エフアールから株式会社なが多に変更いたしま

した。 

平成15年５月 事業の効率化を図るため、店舗を併設し本社機能を港区南青山に移転いたしました。 

平成16年12月 

平成17年２月 

日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 

資本金8,273,496千円から6,573,496千円減少し資本金の額を1,700,000千円とし、前期末の繰越

損失6,526,775千円の解消に充当し財務体質改善いたしました。 



３【事業の内容】 

 当社は、宝石貴金属と輸入ブランド品の直営店での販売及び卸売と投資を主な事業として営んでおります。 

 事業の系統図は、次のとおりであります。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業人員であります。 

２．平均年間給与（税込）は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 

(2）労働組合の状況 

 現在労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

14 33.6 5.2 4,124,036 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当期における我が国の経済は、前半は輸出の伸びや大企業製造業を中心とした企業収益の改善による設備投資の

増加によって緩やかな景気回復が続きましたが、世界的には、スマトラ沖地震災害、原油高等の懸念材料が生じ、ま

た国内においては新潟中越地震や台風等の災害による地域経済への打撃、政局面におきましては郵政民営化問題を根

幹とする政局面での混乱などから先行きの不透明感は解消されず、依然として厳しい雇用環境を背景とした個人消費

の弱含みな推移など、全般的な回復には予断を許さない状況が続きました。 

当業界におきましても、ブランド品の需要は回復の兆しを見せるものの、消費者の慎重な購買姿勢は変わらず経

営環境も引き続き厳しい状況にありました。 

  このような情勢下にあって当社は、平成16 年12 月22 日開催の第25期定時株主総会において決議されました、資

本減少を実施し、資本金8,273,496,550 円から6,573,496,550 円減少し資本金の額を1,700,000,000 円とし、前期末

の繰越損失6,526,775,138 円の解消に充当し財務体質改善及び高級輸入時計代理店業への業態変換図り、利益率の向

上、徹底したコスト削減を行い、営業体制の改善を推進いたしました。 

 宝飾品部門におきましては、従来の並行輸入業務より代理店業務へ転換し利益率の向上、新規顧客の開拓及び仕入

先の見直し等を行ってまいりました。 

また、投資部門におきましては、昨今の経済事情を鑑み、有望企業等への資金投資を慎重に行ってまいりました

が、当期の売上高は1,054百万円（前期比53.5％減）、経常損失は98百万円、当期純利益は、平成17年8月31日付にお

いて債務免除益208百万円の特別利益が発生したことにより109百万円となり、8期ぶりに最終利益を計上することが

でき、かつ有利子負債のない企業に転じることができました。 

   部門別の売上状況については、つぎのとおりです。 

 ［宝飾品部門］ 

   利益率向上を目的とし、並行輸入業務から代理店業務への転換及び新規取引先の開拓によるシェア向上に務めまし

たが、取扱い商品の平均価格帯が並行輸入業務時より比較的低い価格帯であった為、売上高は530百万円（前期比

65.4％減）となりましたが、宝飾品部門の粗利益率自体は確実に向上し前期比約1.9倍となっております。 

［投資部門］ 

昨今の経済事情を鑑み、慎重に資金運用した結果、売上高は523百万円（前期比28.6％増）となりました。 

(2)キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ50百万円（40.3％）増加し、当期末には177百万

円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は213百万円となりました。 

 これは主に、未収入金の減少644百万円、税引前当期純利益の計上109百万円及び営業出資金の増加△130百万円によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は19百万円となりました。 

これは、破産更生債権の増加19百万円及び定期預金の預け入れによる支出10百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は143百万円となりました。 

これは主に、借入金の返済143百万円による支出であります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）商品仕入実績 

 当事業年度の商品仕入実績を示すと次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

区分 
第26期 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

（営業本部）   

宝石（千円） 2,519 119.7 

時計（千円） 474,478 42.4 

その他（千円） 19,853 68.1 

合計（千円） 496,850 43.2 

事業部門別 
第26期 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

（営業本部）   

宝石（千円） 7,672 39.9 

時計（千円） 502,087 34.1 

その他（千円） 21,041 52.6 

小計（千円） 530,801 34.6 

（投資事業本部）   

営業投資有価証券（千円） 523,270 71.4 

貸出金利息（千円） 439 68.6 

小計（千円） 523,710 71.4 

合計（千円） 1,054,512 46.5 



３【対処すべき課題】 

（１）現状の認識について 

今後の見通しといたしましては、日本経済は、依然、厳しい状況のもとに推移するものと予想されます。 

当社といたしましては、このような経済環境を踏まえ、実施中の収益改善策を推進し、宝飾品部門の収益改善と投

資部門の収益を基盤に経営計画を策定し、更なる経営基盤の確立を目標に、企業努力を重ねてまいる所存でありま

す。 

（２）当面の対処すべき課題の内容 

当社は、経営基盤の強化を推進すると共に、業績の向上に努める事を最優先課題と捉えおります。 

当社業務の二本柱である「宝飾品部門」と「投資部門」において、それぞれの事業で安定した収益を得るべく、時宣

をえた資金及び人員投入を行い、経営基盤の確立と業績の向上に努める所存であります。 

（３）対処方法 

［経営基盤の強化］ 

当社は、平成16 年12 月22 日開催の第25期定時株主総会において承認可決されました資本の減少を平成17年2月１

日に実施致しました。 

これにより、資本を減少した額6,573,496千円により前事業年度末の繰越損失である6,526,775千円をの全てを解消

し、財務内容の改善を行いました。 

 健全な財務基盤の確立は、お客様や株主に与える信用の点からも重要課題として取り組んでまいりました。 

今後も従来からの経費節減策を引きつづき実施し、また、更なる業務の拡大において、適宜必要となる資金の調達方

法として、既報のとおり新株予約権の発行を行いより健全な財務体質へ改善に取り組んでまいります。 

健全な財務基盤の確立は、お客様や株主に与える信用の点からも、重要課題としておりますので、今後も継続し経費

の節減を図るなど、財務体質の改善に努めてまいります。 

［宝飾品部門］ 

多様化するニーズに応えるべき品揃えと取扱いブランド浸透・拡大によるシェア向上と商号を「株式会社なが多」

から「株式会社クロニクル」へと変更し、更なるブランドイメージ向上を促進し、同時に店舗営業展開においてもそ

のブランド品の特性を生かしたイメージとユーザーへの情報発信基地としての役割を担い「輸入時計は、クロニク

ル」の定着を目指します。 

  

  ［投資部門］ 

昨今の経済事情を鑑みつつ、多岐に渡る分野への投資を慎重かつ積極的にに対応し、安全・確実な案件による、着

実な実績計上を継続させ業績向上の主軸を目指します。 

４【事業等のリスク】 

  有価証券報告書に記載しました事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、以下に記載いたします事項は、有価証券報告書提出日において当社が判断したものであります。 

(1)為替変動のリスク 

 当社において商品等の輸入において、外貨建取引をおこなっていること並びに外貨建資産を有していることか

ら、為替相場の変動が業績に影響を与える可能性があります。 

(2)減損会計導入に伴うリスク 

  減損会計を導入により、保有する固定資産等の状況等によっては損失が発生する可能性があります。 

(3)株価下落のリスク 

 当社は、上場及び非上場の株式を有しております。全般的かつ大幅な株価下落が生じる場合には、保有有価証券

に減損又は評価損が発生し、業績に影響を与える可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1)重要な会計方針及び見積り 

 当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。 

  

資産の部 

 当事業年度における資産合計は、2,041百万円となり前事業年度と比較して174百万円の減少となりました。 

 内訳は以下のとおりであります。 

 流動資産は、1,805百万円となり前事業年度と比較して161百万円の減少となりました。これは主に営業投資有価

証券の増加及び未収入金の減少によるものであります。 

 有形固定資産は、34百万円となり前事業年度と比較して6百万円の減少となりました。これは、主に有形固定資

産の減価償却によるものであります。 

 投資その他の資産は、198百万となり前事業年度と比較して5百万円減少となりました。これは主に敷金保証金の

減少によるものであります。 

  

負債の部 

 負債合計は、61百万円となり前事業年度と比較して389百万円の減少となりました。 

 内訳は以下のとおりであります。 

 流動負債は、52百万円と前事業年度と比較して253百万円の減少となりました。これは主に１年以内返済予定長

期借入金の減少によるものであります。 

 固定負債は、9百万円と前事業年度と比較して136百万円減少いたしました。これは主に長期借入金返済によるも

のであります。 

 

 資本の部 

 当事業年度における総資本は、1,979百万円となり前事業年度と比較して215百万円の増加となりました。 

 これは主に当期純利益の計上による利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。 

(2)当事業年度の経営成績の分析 

 当社の当事業年度の経営成績は、宝飾品部門におきまして、高級輸入時計の代理店業務を展開し、利益率の向

上、取扱商品の見直し、新規販売ルートの開拓等を行い海外時計メーカーとの代理店契約を締結いたしました。 

 これらの事業政策を推進してまいりましたが、当事業年度中はの従来の並行輸入業務からの事業転換の過渡期と

なり、宝飾品部門の売上高は、530百万円（前期比65.4%減）となり充分な成績を収める迄には至りませんでした。

これは、主に販売商品の価格帯が従来の商品価格帯より安価になったことによる売上高の減少であります。 

 しかし、投資部門におきましては慎重に資金運用を行い利益の回収に努め、投資部門の売上高は、523百万円

（前期比28.6%増）となりました。この結果当事業年度の売上高は1,054百万円（前期比53.5%減）となりました。 

(3)経営成績に重要な影響を与える要因について 

 当社の宝飾品部門におきましては、取り扱いブランドの定着及び拡充が最重要課題となります。今後更なる海外

時計メーカーとの代理店契約を推進し、海外時計メーカーと協力体制の下、国内における販売先及びユーザーへの

積極的なＰＲを展開し対応してまいります。 

(4)戦略的現況と見通し 

 当社といたしましては、宝飾品部門におきまして代理店業務を拡大し、海外ブランドメーカーと協力体制の下、国

内における取り扱いブランドの定着及び拡充、販売網の拡大、新規ユーザーの開拓等を全力で行ってまいります。 

 また、小売業務につきましては、将来的に多店舗展開戦略を行っていく所存であります。 

 投資部門におきましては、新規投資案件を着実に拡大し収益確保の柱として行ってまいります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当事業年度において重要な影響を及ぼす設備投資はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 当社における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の状況は次のとおりであります。 

(1)主要な設備 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2)主要な設備の除却 

該当事項はありません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

  該当事項はありません。 

事業所名 
（所在地） 

事業部門別の名称 設備の内容 

帳簿価額 
従業員数 
（人） 建物 

（千円） 
車両運搬具 
（千円） 

工具器具備
品（千円） 

合計 
（千円） 

本社 

（東京都港区） 

統括業務営業本部投

資事業本部 

統括業務設備販売設

備 
24 343 8,869 9,236 8 

ドゥーズナガタ 

（東京都港区） 
営業本部 販売設備 15,268 － 9,905 25,173 6 

合計 15,292 343 18,774 34,411 14 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成17年12月１日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成16年12月22日定時株主総会決議 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 660,000,000 

計 660,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月26日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 165,469,931  210,469,931 
ジャスダック 

証券取引所 
－ 

計 165,469,931  210,469,931 － － 

 
事業年度末現在 

（平成17年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 10,000 10,000 

新株予約権の目的となる株式の種類  当社普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 24,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年２月１日 

至 平成26年12月21日 
 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

24 

12 
 同左 

新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使

時においても、当社取締役、監査役もしくは

従業員の地位にあることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職その他正当な

理由のある場合にはこの限りでないものと

し、その詳細は③に規定する新株予約権割当

契約に定める条件による。 

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人が

これを行使できるものとする。ただし③に規

定する新株予約権割当契約に定めるところに

よる。 

③その他の条件については、株主総会及び取

締役会決議に基づき、当社と対象者の間で締

結する新株予約権割当契約に定めるところに

よる。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡については、当社取締役

会の承認を要するものとする。 

同左  



② 平成17年10月24日取締役会決議 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．転換社債の転換による増加（平成11年１月１日～平成11年１月31日） 

２．有償 第三者割当 1,820,000株 

３．転換社債の転換による増加（平成11年５月１日～平成11年５月31日） 

４．転換社債の転換による増加（平成12年５月１日～平成12年５月31日） 

５．第21期当社定時株主総会の決議により、損失処理のため資本準備金を取り崩しいたしました。 

６．第21期当社定時株主総会の特別決議により、発行済株式総数及び１株の券面金額の変更は行わず券面総額を

超えて資本の額に組み入れられている額の資本金を減少いたしました。 

７．第25期当社定時株主総会の決議により、損失処理のため資本金を減少いたしました。 

８．平成17年11月14日～平成17年11月30日新株予約権行使による資本金及び資本準備金増加であります。 

新株予約権行使による増加 

 
事業年度末現在 

（平成17年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） － 30,000 

新株予約権の目的となる株式の種類  － 当社普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株） － 300,000,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） － 370,000 

新株予約権の行使期間 － 
自 平成17年11月14日  

至 平成20年11月13日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 
  － 

発行価格 

資本組入額 

37.1 

18.55 

新株予約権の行使の条件 

 － 

 各新株予約権の行使にあ

たっては、一括行使又は分

割行使も可能とするが、１

回の行使はついては100口

単位で行うものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 － 

 本新株予約権の譲渡につ

いては、事前連絡の上当社

取締役会の承認を要するも

のとする。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成12年５月31日 

（注）４ 
124,000,000 165,469,931 6,200,000 11,609,944 － 5,672,140 

平成12年12月22日 

（注）５ 
－ 165,469,931 － 11,609,944 △5,672,140 － 

平成13年２月１日 

（注）６ 
－ 165,469,931 △3,336,447 8,273,496 － － 

平成17年２月１日  

 （注）７ 
－ 165,469,931 △6,573,496 1,700,000 46,721 46,721 

発行価格 76円

資本組入額 50円

年月日 
発行済株式総数増減
数 （株） 

発行済株式総数残高
（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高（千円） 

平成17年11月14日～ 

平成17年11月30日  
45,000,000 210,469,931 834,750 2,534,750 



(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式8,711株は「個人その他」に8単元及び「単元未満株式の状況」に711株を含めて記載しておりま

す。 

２．上記「その他の法人」の欄には、株券保管振替機構名義の株式が、3,514単元（3,514,000株）含まれており

ます。 

(5）【大株主の状況】 

 （注）１．大阪証券金株式会社、トウカイ トウキョウ セキュリティーズ アジア リミテッド,アイビージェイ アジ

ア セキュリティーズ エルティーディークライアントアカウントの持株数は信託業務に関わるものでありま

す。 

２．上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が3,514千株あります。 

  平成17年９月30日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） 0 1 10 75 13 5 9,902 10,006 － 

所有株式数 

（単元） 
0 19,375 1,370 5,808 14,158 17 124,660 165,388 81,931 

所有株式数の

割合（％） 
0.0 11.7 0.8 3.5 8.6 0.0 75.40 100.0 － 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

大阪証券金株式会社（業務

口） 
 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４－６ 19,375 11.7 

トウカイ トウキョウ セキ

ュリティーズ アジア リミ

テッド 

（常任代理人 東海東京証券

株式会社資金証券決済部）  

東京都中央区京橋１丁目７－１ 10,150 6.1 

アイビージェイ アジア セ

キュリティーズ エルティー

ディークライアント アカウ

ント 

（常任代理人 株式会社みず

ほコーポレート銀行兜町証券

決済室） 

東京都中央区東日本橋兜町６番７号 3,100 1.9 

浅岡 智徳 愛知県碧南市金山町４丁目３２ 1,000 0.6 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６－４ 922 0.6 

松山 二成 岐阜県岐阜市米屋町１９ 700 0.4 

豊岡 幸治 埼玉県坂戸市千代田４丁目7-12-503 655 0.4 

田中 久之  東京都国分寺市高木町１丁目１０－４７ 600 0.4 

岡野 尚夫 東京都文京区千石３丁目１５－１５ 560 0.3 

宮本 松茂 東京都多摩市諏訪２丁目４－１－２０４ 555 0.3 

計 － 37,617 22.7 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式数（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,514,000株（議決権の数3,514個）

含まれております。 

②【自己株式等】 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 8,000   － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 165,380,000 161,866 － 

単元未満株式 普通株式 81,931 － － 

発行済株式総数 165,469,931 － － 

総株主の議決権 － 161,866 － 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社なが多 
東京都港区南青山

２丁目27番20号 
8,000 － 8,000 0.0 

計 － 8,000 － 8,000 0.0 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は商法第280 条ノ20 及び第280 条ノ21 の規

定に基づき、ストックオプションの実施を目的として新株予約権を発行するものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

（平成16年12月22日定時株主総会決議） 

 商法第280 条ノ20 及び第280 条ノ21 の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員に対して特に有利な条

件をもって新株予約権を発行することを平成16年12月22日の定時株主総会において特別決議されたものでありま

す。 

（注） 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の計算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行う場合は、

次の計算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１ 円未満の端数は切り上げる。 

決議年月日 平成16年12月22日 

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役5名、監査役3名、社員12名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 10,000,000株 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 

  新株予約権発行日の属する月の前6ヶ月の各日（取引が

成立しない日を除く）におけるジャスダック証券取引所

における当社普通株式の終値の平均値に1.01 を乗じた金

額とし、これにより生じた１円未満の端数はこれを切り

上げる。24,000円（１株につき24円） 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年 2月 1日 

至 平成26年12月21日 

新株予約権の行使の条件 

 ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時におい

ても、当社取締役、監査役もしくは従業員の地位にある

ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職

その他正当な理由のある場合にはこの限りでないものと

し、その詳細は③ に規定する新株予約権割当契約に定め

る条件による。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使

できるものとする。ただし③ に規定する新株予約権割当

契約に定めるところによる。 

③ その他の条件については、本株主総会および取締役会

決議に基づき、当社と対象者の間で締結する新株予約権

割当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

するものとする。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

    
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



（平成17年12月22日定時株主総会決議） 

 商法第280 条ノ20 及び第280 条ノ21 の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員に対して特に有利な条

件をもって新株予約権を発行することを平成17年12月22日の定時株主総会において特別決議されたものでありま

す。 

（注） 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の計算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）を行う場合は、

次の計算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１ 円未満の端数は切り上げる。 

決議年月日 平成17年12月22日 

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役及び重要なる支援者（法人・個人） 人数は未定 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 10,000,000株 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 51,000円（１株につき51円） 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年４月１日 

至 平成23年３月31日 

新株予約権の行使の条件 

① 取締役として新株予約権の割当を受けた者は、権利行

使時においても、当社または当社関連会社の取締役、監

査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただ

し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由の

ある場合にはこの限りでないものとし、その詳細は③ に

規定する新株予約権割当契約に定める条件による。 

② 各新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできな

いものとする。 

③ その他の条件については、株主総会および取締役会決

議に基づき、当社と対象者の間で締結する新株予約権割

当契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

するものとする。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

    
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

当社は、収益力向上にむけて企業体質の強化を図りながら、株主への利益還元を重視していくことを経営の最重要課

題と考えており、当面、復配することを第一義的にとらえております。 

内部留保資金については、将来への経営発展のための施策を追求し、その効果的で時宣をえた事業必要資金に投入す

ることを基本としております。 

なお、当期は当期未処分利益の全額109百万円を次期繰越利益として内部留保いたしました。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券

業協会の公表のものであります。なお、第26期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業協会の公

表のものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期 

決算年月 平成13年９月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 

最高（円） 125 54 44 24 
61 

※44 

最低（円） 41 23 17 13 
21 

※19 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 32 27 34 51 54 61 

最低（円） 26 23 26 33 47 48 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役会

長 
 天野 裕 昭和32年２月４日生 

昭和51年６月 三愛物産株式会社 入社 

昭和55年３月 当社 入社 

昭和58年９月 当社取締役就任 

昭和63年12月 当社常務取締役就任 

平成２年10月 当社常務取締役営業本部長就任 

平成８年10月 当社常務取締役営業本部長兼特販

部長就任 

平成10年12月 当社代表取締役常務営業本部長兼

特販部長就任 

平成11年12月 当社代表取締役社長就任 

平成17年12月 当社代表取締役会長就任（現任） 

0 

代表取締役社

長 
 石神 剛  昭和48年８月27日生 

平成４年８月 株式会社ラジオステーション入社 

平成８年８月 同社取締役就任 

平成14年２月 株式会社ユーブック 入社 

平成17年２月 株式会社ハウル 代表取締役就任 

平成17年８月 株式会社ツートップ監査役就任 

平成17年12月  当社代表取締役社長就任（現任） 

－ 

取締役 営業本部長 堀 達夫 昭和36年８月22日生 

昭和61年１月 当社 入社 

平成元年10月 当社商品部長 

平成６年12月 当社取締役商品部長就任 

平成８年10月 当社取締役営業本部副本部長兼ブ

ランド営業部長就任 

平成12年７月 当社取締役営業本部長就任(現任） 

8 

取締役 開発営業部長 赤松 英樹 昭和37年６月10日生 

平成元年12月 株式会社ドウシシャ 入社 

平成３年２月 当社 入社 

平成12年７月 当社ブランド営業部長 

平成14年12月 当社取締役開発営業部長就任(現

任) 

1 

取締役 店舗営業部長 中坊 哲也 昭和39年10月29日生 

昭和60年４月 株式会社関西育英会 入社 

平成元年４月 当社 入社 

平成15年４月 当社店舗営業部次長 

平成16年12月 当社取締役店舗営業部長就任（現

任） 

－ 

取締役 管理本部長 久保田 峰夫 昭和36年９月１日生 

昭和61年12月 株式会社カナエ 入社 

平成12年２月 当社 入社 

平成15年４月 当社 管理本部次長 

平成16年12月 当社 取締役管理本部 部長就任 

平成17年12月 当社 取締役管理本部長就任（現

任） 

7 

取締役  尾関 茂雄  昭和49年11月６日生 

平成11年10月 株式会社アクシブドットコム設立

代表取締役就任 

平成16年１月 株式会社Zeel設立 代表取締役就

任（現任） 

平成16年６月 株式会社Birth 設立 代表取締役

就任（現任） 

平成17年６月 株式会社Mc2設立 取締役就任（現

任） 

平成17年12月  当社取締役就任（現任） 

－ 

 



 （注）１．取締役小野高志及び松室弘之は、商法188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。 

２．監査役佐野智一及び木部修実は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定める

社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役   小野 高志  昭和48年12月24日生 

平成10年４月 株式会社メルコ（現：株式会社バ

ッファロー） 入社 

平成13年６月 株式会社アイ・シー・エフ 入社 

平成14年２月 同社 IR室長 

平成14年４月 同社 代表取締役就任 

平成14年９月 同社 取締役就任 

平成16年12月 株式会社ｉ-ｃｆファイナンス代表

取締役社長就任 

平成17年６月 有限会社ハイウィル設立 代表取

締役就任（現任） 

平成17年７月 株式会社アルファ・インベストメ

ント取締役就任（現任） 

平成17年７月 株式会社アルファ・トレンド取締

役就任（現任） 

平成17年10月 ファースト・パートナーズ・グル

ープ株式会社取締役就任（現任） 

平成17年11月  ネットイットワークス株式会社取

締役就任（現任） 

平成17年12月  当社取締役就任（現任） 

－ 

取締役   松室 弘之  昭和39年１月２日生

昭和62年４月 大和証券株式会社入社 

平成12年11月 ソフトバンク・フロンティア証券

株式会社（現：ワールド日栄フロ

ンティア証券株式会社）入社 マ

ネージャー 

平成16年２月 バリュークリエーション株式会社

投資調査部長 

平成１6年10月ファースト・パートナーズ・グル

ープ株式会社入社 

平成17年７月 株式会社アルファ・インベストメ

ント代表取締役社長就任（現任） 

平成17年８月 株式会社アルファ・トレンド代表

取締役副社長就任（現任） 

平成17年12月  当社取締役就任（現任） 

－ 

常勤監査役  中込 英雄 昭和11年１月１日生 

昭和29年４月 第一証券株式会社 入社 

昭和62年10月 株式会社エフアイサービス 常務

取締役就任 

平成５年２月 当社顧問 

平成12年12月 当社常勤監査役就任（現任） 

4 

監査役  佐野 智一 昭和18年６月28日生 

昭和44年４月 佐野智一税理士会計事務所 開設

（現任） 

昭和44年９月 税理士登録 

昭和63年12月 当社監査役就任（現任） 

0 

監査役  木部 修実 昭和36年10月24日生 

昭和59年４月 木部弘人税理士事務所 入所 

平成５年８月 税理士登録 

平成５年12月 木部税務会計事務所 開設（現

任） 

平成12年７月 当社監査役就任（現任） 

－ 

    計 20 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 （コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

  当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、取締役会は、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を

決定及び、業務執行意思決定機関として毎月１回開催するほか必要に応じて随時開催し、速やかで的確な経営判断がで

きるよう努めております。 

 なお、監査機能強化として、社外より監査役２名（税理士２名）を登用しております。 

 IRにつきましても、当社ホームページでのIR情報の充実に努めております。 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

① 当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況 

 当社は、現行監査体制のもと、常勤監査役１名、非常勤監査役２名で監査役会を構成しております。 

    また、平成17年12月22日開催の定時株主総会において、新たに社外取締役２名を選任しいたしました。 

  なお、監査役は取締役会並びに経営会議に出席して意見を述べるほか会計監査人の監査への立会い等を行うこと

により、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証する等の経営監視を実施しています。 

 その他、弁護士、税理士、司法書士より適宜、助言及び指導を受けております。  

  ② 会社と会社の社外取締役及び監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係の概要現在の社外監査役２名の内１名

は、当中間期末現在当社株式を300株保有致しております。また、社外取締役２名及び社外監査役２名（２名とも税

理士であります。）の４名は、当社取引関係その他利害関係はありません。 

  

  ③ 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、並びに会計監査人に対する報酬は以下のとおりで

あります。 

  ④  内部監査及び監査役監査の状況 

内部牽制が組織内のすべてに行き届いているかをチェックするために社長直轄の組織であります内部監査室が、監

査役及び会計監査人である公認会計士との連携により、計画的な内部監査を実施し、適法性のみならず、管理や業

務手続の妥当性まで含め、継続的な実地監査を実施することにより内部統制に取り組んでおります。人員は室長１

名でありますが、内部監査規定に基づいて必要がある場合は、監査役会の承認を得て、常勤監査役による支援体制

が確立しております。さらには、顧問弁護士の助言を受けるなどして、適性に機能しております。 

 ３名の監査役は当社業務に精通した常勤監査役１名ならびに社外監査役２名で構成し、取締役会に出席し独立し

た立場で適宜、意見の表明を行って経営を監視するとともに厳正な監査を行っております。 

  ⑤ 会計監査の状況 会計監査の状況 

 会計監査人につきましては、赤坂 満秋公認会計士及び吉野 直樹公認会計士と監査契約を締結して会計監査を受

けております。なお、監査業務の遂行にあたり３名（有資格者２名、その他１名）の補助者を従事させておりま

す。 

 また、監査意見の審査体制として、外部の独立した公認会計士が担当しており、会計監査上の重要な問題に対す

る判断や処理の妥当性についての審査を受けております。なお、当社と各会計監査人との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はありません。     

  ⑥ 社外監査役との関係 

 当社の２名の社外監査役のうち１名は当期末現在で当社株式300株保有しておりますが、当社との人的関係、資本

的関係または取引関係等利害関係はありません。    

⑦ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間における実施状況  

 当社は、現在取締役会（月次・臨時）を開催し、迅速かつ的確な意思決定の場として取締役規定等に則り厳正なる

運営がなされております。 

 また、各会計期及び必要に応じて第三者である会計監査人の適正なる会計監査を行い財務の透明化を図っておりま

す。  

役員報酬       監査報酬     

 取締役に支払った報酬 

 （うち社外取締役） 

30,000

－

千円 

 

 

 

公認会計士法第2条第1項に

規定する業務に基づく報酬 

  

9,000 千円 

 監査役に支払った報酬 7,500 千円  上記以外の業務に基づく報

酬 

－  

 （うち社外監査役） (2,400) 千円  

計 37,500 千円  計  9,000  千円 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内

閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度（平成15年10月１日から平成16年９月30日まで）の

財務諸表については、霞友監査法人により監査を受けており、当事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日

まで）の財務諸表については、公認会計士赤坂満秋氏並びに公認会計士吉野直樹氏の両名に監査を受けております。

 なお、当社の会計監査人は次のとおり交替しております。 

 前事業年度  霞友監査法人 

 当事業年度  公認会計士 赤坂 満秋、公認会計士 吉野 直樹 

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成16年９月30日） 
当事業年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

資産の部        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   126,643   187,632  

２ 受取手形   －   3,135  

３ 売掛金   65,692   117,662  

４ 営業投資有価証券   591,834   729,911  

５ 営業出資金   11,205   141,419  

６ 営業貸付金   －   14,623  

７ 商品   526,953   588,897  

８ 前渡金   12,287   －  

９ 前払費用   3,667   3,684  

10 未収入金   648,118   3,524  

11 その他の流動資産   107   15,048  

12 貸倒引当金   △19,600   －  

流動資産合計   1,966,908 88.8  1,805,539 88.4 

Ⅱ 固定資産        

(1)有形固定資産        

１ 建物  22,957   22,957   

減価償却累計額  4,862 18,094  7,664 15,292  

２ 車両運搬具  1,150   1,150   

減価償却累計額  645 505  806 343  

３ 工具器具備品  39,754   39,565   

減価償却累計額  17,360 22,393  20,790 18,774  

有形固定資産合計   40,993 1.8  34,411 1.7 

(2)無形固定資産        

１ 電話加入権   1,164   1,164  

２ ソフトウェア   2,298   1,636  

無形固定資産合計   3,463 0.2  2,800 0.2 

(3）投資その他の資産        

１ 投資有価証券   60,000   60,000  

２ 長期未収金   －   5,145  

３ 破産債権・更生債権
その他これらに準ず
る債権 

  185,666   205,266  

４ 敷金保証金   55,070   45,200  

５ 投資不動産   58,118   58,118  

６ 会員権等   31,200   31,200  

７ 貸倒引当金   △185,666   △206,266  

投資その他の資産合計   204,388 9.2  198,664 9.7 

固定資産合計   248,846 11.2  235,877 11.6 

資産合計   2,215,754 100.0  2,041,416 100.0 

 



  
前事業年度 

（平成16年９月30日） 
当事業年度 

（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％） 

負債の部        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金   52,997   31,630  

２ １年内返済予定長期借
入金 

  156,000   －  

３ 未払金   18,004   9,943  

４ 未払費用   57,896   －  

５ 未払法人税等   1,210   6,032  

６ 未払消費税等   10,241   －  

７ 前受金   4,407   385  

８ 預り金   640   858  

９ 賞与引当金   4,054   3,445  

流動負債合計   305,451 13.8  52,294 2.5 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金   137,570   －  

２ 退職給付引当金   8,571   9,496  

固定負債合計   146,142 6.6  9,496 0.5 

負債合計   451,593 20.4  61,791 3.0 

資本の部        

Ⅰ 資本金 ※１  8,273,496 373.4  1,700,000 83.3 

Ⅱ 資本剰余金             

 １ その他資本剰余金 
  資本金減少差益     
   

   －   46,721     

  資本剰余金合計    － －  46,721 2.3 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 当期未処分利益又は 
   当期未処理損失（△） 

 △6,526,775   109,658   

利益剰余金合計   △6,526,775 
△

294.6 
 109,658 5.4 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  17,620 0.8  123,530 6.0 

Ⅴ 自己株式 ※２  △181 △0.0  △284 △0.0 

資本合計   1,764,160 79.6  1,979,625 97.0 

負債資本合計   2,215,754 100.0  2,041,416 100.0 

             



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        

１ 商品売上高  1,532,932   530,801   

２ 営業投資有価証券売上
高 

 732,366   523,270   

３ 貸付金利息  640 2,265,940 100.0 439 1,054,512 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 商品期首たな卸高  766,666   526,953   

２ 当期商品仕入高  1,149,279   496,882   

合計  1,915,945   1,023,835   

３ 他勘定振替高 ※１ 8,482   3,716   

４ 商品期末たな卸高  526,953 1,380,510  588,897 431,221  

５ 営業投資有価証券売上
原価 

  664,600   414,596  

売上原価合計   2,045,110 90.3  845,817 80.2 

売上総利益   220,829 9.7  208,695 19.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 販売促進費  4,287   5,776   

２ 広告宣伝費  41,426   24,003   

３ 旅費交通費  15,908   12,297   

４ 貸倒引当金繰入額  19,555   1,000   

５ 給与手当  106,565   108,446   

６ 賞与引当金繰入額  4,054   3,445   

７ 退職給付費用  1,149   1,200   

８ 賃借料  39,189   42,726   

９ 支払手数料  42,503   53,753   

10 減価償却費  10,070   7,478   

11 その他  44,101 328,810 14.5 50,731 310,859 29.5 

営業損失   107,981 △4.8  102,164 △9.7 

 



  
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  0   1   

２ 受取配当金  －   232   

３ 為替差益  －   397   

４ 販売促進費補填収入    －   2,529   

５ 雑収入  30 31 0.0 123 3,284 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

１ 為替差損  1,284   －   

２ 雑損失  170 1,454 0.0 － － － 

経常損失   109,403 △4.8  98,880 △9.4 

Ⅵ 特別利益        

１ 貸倒引当金戻入益  300   －   

２ 固定資産売却益  －   752   

３ 債務免除益    －   208,466   

４ 賞与引当金戻入益  3,062 3,362 0.1 270 209,489 19.9 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売却損 ※２ 740   －   

２ 投資有価証券評価損  60,000 60,740 2.7 － －   

税引前当期純利益 
又は税引前当期未処理
損失（△） 

  △166,781 △7.4  110,608 10.5 

法人税、住民税及び事
業税 

  1,210 0.0  950 0.1 

当期純利益又は当期未
処理損失（△） 

  △167,991 △7.4  109,658 10.4 

前期繰越損失   6,358,783   6,526,775  

資本金の減少による繰
越損失填補額 
  

  －   6,526,775  

当期未処分利益   △6,526,775   109,658  

           



③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△) 

 △166,781 110,608 

減価償却費  10,070 7,478 

貸倒引当金の増加額  19,555 1,000 

賞与引当金の増加額  
（△減少額） 

 992 △609 

退職給付引当金の増加
額（△減少額） 

 △467 924 

受取利息及び受取配当
金 

 0 △234 

債務免除益  － △208,466 

固定資産売却損  740 － 

 固定資産売却益  － △752 

投資有価証券評価損  60,000 － 

売上債権の増加額  △15,873 △55,105 

たな卸資産の減少額  
（△増加額） 

 239,713 △61,944 

営業投資有価証券の減
少額 
（△増加額） 

 114,598 △32,381 

営業出資金の減少額 
（△増加額） 

 500,000 △130,000 

営業貸付金の減少額 
（△増加額） 

 10,670 △14,623 

未収入金の増加額 
（△減少額） 

 △647,775 644,593 

その他の資産の増加額  △15,754 △7,816 

仕入債務の増加額 
（△減少額） 

 8,834 △21,366 

未払金の増加額 
（△減少額） 

 7,842 △8,061 

その他の負債の増加額 
（△減少額） 

 11,373 △8,963 

小計  137,737 214,280 

利息及び配当金の受取
額 

 0 234 

法人税等の納付額  △1,895 △1,210 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 135,842 213,304 

 



  
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

定期預金の預入による
支出 

 － △10,000 

 有形固定資産の取得に
よる支出 

 △7,600 △1,100 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 － 1,619 

 無形固定資産の売却に
よる収入 

 127 － 

 投資有価証券の取得  △60,000 － 

敷金保証金の支払いに
よる支出 

 △9,870 － 

 敷金保証金の回収によ
る収入 

 － 9,870 

 破産債権更生債権の増
加 

 － △19,600 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △77,343 △19,210 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

借入金の返済による支
出 

 △156,000 △143,000 

自己株式の取得による
減少 

 △10 △103 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △156,010 △143,103 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額 

 △97,511 50,989 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 224,154 126,643 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 126,643 177,632 

    



④【利益処分計算書及び損失処理計算書】 

    損失処理計算書                    利益処分計算書 

  
 前事業年度 
 株主総会承認日 

 （平成16年12月22日）
  

当事業年度  
株主総会承認日  

 （平成17年12月22日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 区分
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失   △6,526,775 Ⅰ 当期未処分利益     109,658 

Ⅱ 次期繰越損失   △6,526,775 Ⅱ 次期繰越利益    109,658 

        



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当社は、７期連続して当期純損失を計上しておりま

す。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく並行輸入業務から代

理店業務への業態転換、投資事業の多角化を行い、営

業面での効率化及び代理店業務に特化することにより

利益率の向上を図っております。 

今後は業務提携による新規ブランド等の取扱の拡大

を図ること及び新規事業領域の開拓を行ってまいりま

す。 

上記の諸策により、売上高及び利益の増加並びに営

業キャッシュフローの改善を見込んでおります。 

財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映

いたしておりません。 

当社は、8期ぶりに当期純利益を計上したものの売上

高においては前期より大幅に減少いたしました。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく代理店業務への業態

転換及び投資事業の多角化を行い、営業面での効率化

及び代理店業務への特化することにより売上高と利益

率の向上を図っております。 

 また、今後業務展開に合わせた資金調達としての新

株予約権発行により資本の充実も図ってまいります。 

今後は業務提携による新規ブランド等の取扱の拡大

を図ること直営店の多店舗営業展開及び新規事業領域

の開拓を行ってまいります。 

上記の諸策により、売上高及び利益の増加を見込ん

でおります。 

財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映

いたしておりません。 



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

個別法に基づく原価法 

商品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

有形固定資産 

同左  

 建物 15年

車両運搬具 ６年

工具器具備品 ５～８年

 

 無形固定資産 

 定額法 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（5

年）に基づいております。 

無形固定資産 

同左 

  

４．引当金の計上方法 貸倒引当金 

 売掛債権等の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

 賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備えて、賞与

支給見込額の当期負担額を計上しており

ます。 

賞与引当金 

同左 

 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。 

退職給付引当金 

同左 

５．収益及び費用の計上基準 営業投資有価証券売上高及び売上原価 

 営業投資有価証券売上高には、投資育

成目的の営業投資有価証券の売却高及び

受取配当金を計上し、同売上原価には、

売却有価証券帳簿価額、支払手数料及び

評価損等を計上しております。 

営業投資有価証券売上高及び売上原価 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能なものであり、かつ価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

投資事業組合等への出資金に係る会計処

理 

 投資事業組合等への出資金に係る会計

処理は、組合の事業年度の財務諸表に基

づいて、当社の出資持分割合に応じて計

上しております。また、財務諸表が未作

成の組合への出資金については、流動資

産の「営業出資金」に計上しておりま

す。 

投資事業組合等への出資金に係る会計処

理 

同左 

 金融収益を売上高、営業外収益に区分す

る基準 

 営業貸付金に係る受取利息は売上高に

含めておりますが、預金及び投資有価証

券に係る受取利息、受取配当金は営業外

収益に計上しております。 

金融収益を売上高、営業外収益に区分す

る基準 

同左 

 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同左 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（平成16年９月30日） 

当事業年度 
（平成17年９月30日） 

※１ 授権株式数   普通株式        660,000千株

発行済株式総数 普通株式        165,469千株

※１ 授権株式数   普通株式     660,000千株

発行済株式総数 普通株式        165,469千株

※２ 自己株式 

当社の保有する自己株式の数は、普通株式5,181株

であります。 

※２ 自己株式 

当社の保有する自己株式の数は、普通株式8,711株

であります。 

３ 資本の欠損の額は6,526,956千円であります。 ────── 

 ４ 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産は17,620千円であり

ます。 

 ４ 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産は123,530千円であり

ます。 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１ 他勘定振替高の内訳 ※１ 他勘定振替高の内訳 

販売費及び一般管理費振替高    882千円

有形固定資産への振替高 7,600千円

合計 8,482千円

販売費及び一般管理費振替高      3,716千円

      

合計 3,716千円

※２ 固定資産売却損の内訳 

電話加入権 740千円

 ────── 

前事業年度 
（平成16年９月30日） 

当事業年度 
（平成17年９月30日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 126,643千円

現金及び現金同等物 126,643千円

現金及び預金勘定 187,632千円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 

      △10,000千円

 現金及び現金同等物 177,632千円 



（リース取引関係） 

項目 
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当

額 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具器具
備品 

－ － － 

────── 

  ２．未経過リース残高 

１年内 －千円

１年超   － 

合計 －千円

  

  ３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 560千円

減価償却費相当額 458千円

支払利息相当額 101千円

  

 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

  

  

 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっております。 

  

  



（有価証券関係） 

１.売買目的有価証券 

前事業年度（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

２.その他有価証券で時価のあるもの 

３．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

４．時価の評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

第25期（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

第26期（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 貸借対照表計上額 （千円） 当該事業年度の損益に含まれた評価差額（千円） 

32,381 △6,469 

 種類 

前事業年度（平成16年９月30日） 当事業年度（平成17年９月30日） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えているもの 
その他 573,000 591,834 18,834 573,000 697,530 124,530 

前事業年度 
（自平成15年10月１日 至平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

売却額（千円） 
売却益の合計 
（千円） 

売却損の合計 
（千円） 

売却額（千円） 
売却益の合計 
（千円） 

売却損の合計 
（千円） 

118,366 3,766 － － － － 

 
前事業年度（平成16年９月30日） 当事業年度（平成17年９月30日） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 60,000 60,000 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

（税効果会計関係） 

 
前事業年度 

（平成16年９月30日） 
当事業年度 

（平成17年９月30日） 

 

退職給付債務 

退職給付引当金 

（千円）

8,571 

8,571 

（千円）

9,496 

9,496 

 
前事業年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 

退職給付費用 

勤務費用 

（千円）

1,149 

1,149 

（千円）

1,200 

1,200 

前事業年度 
（自 平成15年10月1日 
至 平成16年9月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月1日 
至 平成17年9月30日） 

 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

  （千円） 

繰越欠損金 617,698  

投資不動産評価損 556,871  

貸倒引当金損金算入限度超過額 45,535 

その他 4,934 

繰延資産小計 1,225,039 

評価性引当額 △1,225,039 

 合計 －   

  （千円） 

繰越欠損金 765,966  

投資不動産評価損 559,483 

貸倒引当金損金算入限度超過額 461,555 

その他 6,848 

繰延資産小計 1,793,852 

評価性引当額 △1,793,852 

 合計 －   

    

  ２  法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に

必要なな差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳   

  

             

  （％） 

法定実効税率 

（調整） 

40.7  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 

0.5 

住民税均等割等 0.9 

繰越欠損金 △41.2 

その他 0.0 

税効果会計適用後の法人税等負

担率  

 

0.9

 



（持分法損益等） 

第25期（自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日） 

当社は関連会社を有しておりませんので該当事項はありません。 

第26期（自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日） 

当社は関連会社を有しておりませんので該当事項はありません。 



【関連当事者との取引】 

第25期（自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日） 

該当事項はありません。 

第26期（自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日） 

該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額     10.66 円 

１株当たり当期純損失    1.02 円 

１株当たり純資産額 11.96 円 

１株当たり当期純利益金額 0.66 円 

潜在調整後１株当たり当期純利益

金額 
0.65 円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

  

 
前事業年度 

(自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１株当たり当期利益又は当期損失(△)金額   

当期純利益又は純損失(△)（千円） △167,991 109,658 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失(△)（千円） 
△167,991 109,658 

期中平均株式数（千株） 165,465 165,463 

      

潜在株式調整後１株当たり当期利益金額   

普通株式増加数（千株） － 2,131 

（うち新株予約権）  (－)  (2,131) 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

  平成16年12月22日に開催の定時株主総会におきま

して、資本の減少が承認可決されましたので、次の

内容にて実施する予定であります。 

 

１．減資の要領 

(1)減少すべき資本の額 

 資本の額8,273,496千円を6,573,496千円減少して 

1,700,000千円とします。 

(2)資本減少の方法 

 無償減資とし、発行済株式総数及び単元数等の併

合は 行わず、資本の額のみを減少いたします。 

 

２．減資の概要 

(1)株主総会決議日    平成16年12月22日（水） 

(2)債権者異議申述広告  平成16年12月24日（金） 

(3)債権者異議申述最終期日平成17年 1月31日（月） 

(4)減資効力発生日    平成17年 2月 1日（火） 

 １．平成17年10月24日開催の取締役会におきまして第三者

割当による新株予約権の発行を次の内容(抜粋）で決議いた

しました。 

１. 新株予約権発行の要領 

(1) 新株予約権の名称  株式会社なが多第１回新株予約権 

(2) 発行する新株予約権数     30,000個 

   （新株予約権１個につき普通株式10,000株） 

(3) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

  当社普通株式と300,000,000株 

(4) 新株予約権の発行価額 

   新株予約権１個につき 1,000円（1株につき0.1円） 

(5) 新株予約権の発行価額の総額 30,000,000円  

(6) 新株予約権の割当先及びその数 

①プレシオス ホールディングス リミテッド  7,500個 

②イーブンウィル アセッツ マネージメント 

 リミテッッド                            7,500個 

③ゲイブリル リージェント ストラテジック 

 ファンド リミテッド            3,000個 

④ マジェスティック インスピレーション グループ 

 ホールディングス リミテッド        4,000個 

⑤ パラマウント センチュリー ホールディング  

 リミテッド                  4,000個 

⑥ レジェンド オセアニア ジーエス ホールディング     

 リミテッド                  4,000個 

(7) 新株予約権の申込期間 平成17年11月９日から11日 

(8) 新株予約権の払込期日 平成17年11月11日 

(9) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき額 

  新株予約権１個につき370,000円（１株につき37円)  

 (10) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の総額  

      11,100,000,000円 

 (11) 新株予約権の行使により発行される株式の発行価額 

      １株につき37.1円 

 (12) 新株予約権行使により発行する発行する株式の発 

    行価額の総額 11,130,000,000円 

 (13) 資本金に組み入れる額 

   発行額に0.5を乗じた金額 

 (14) 調達資金の使途 

 発行価額の総額11,130百万円から発行諸費用の概算額200

百万円を差し引き、新規ブランド拡大資金、多店舗展開資

金として7,000百万円、投資事業拡大事業資金として3,000

百万円及び事業運転資金及び内部留保資金930百万円を充当

予定。 

 (15) 新株予約権の行使期間 

  平成17年11月14日から平成20年11月13日までとする。 

 (16) 新株予約権の譲渡制限 

  各新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を

受けるものとする。 

 (15) 募集の方法       

      第三者割当の方法による。 

 



前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

   ２．平成17年12月22日開催の第26期定時株主総会におきまして、ス

トックオプションとして第２回新株予約権の発行を次のとおり決

議いたしました。 

 1. 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権

を発行することを必要とする理由 

当社取締役および経営戦略上重要な支援者（法人・個人）の業績

向上に対する意欲や士気を高めること、企業価値の更なる増大や

経営参画意識を高めること、当社に対する協力体制を構築し安定

株主として貢献してもらうことを目的として、ストックオプショ

ンの目的で当社取締役および経営戦略上重要な支援者（法人・個

人）に対し、新株予約権を無償で発行する。 

 なお、ストックオプションの目的で発行することから、下記要

領に記載のとおり新株予約権については無償発行し、新株予約権

行使時に払込をすべき金額は、本取締役会決議日（平成17年11月

24日）の前日より過去6ヶ月の各日（取引が成立しない日を除く）

におけるジャスダック証券取引所における当社普通株式の終値の

平均値（円未満切り上げ）とする。 

2. 新株予約権の発行要領 

(1)新株予約権の割当を受ける者 

  当社取締役および経営戦略上重要な支援者（法人・個人）  

(2)新株予約権の目的たる株式の種類および数 

  当社普通株式 10,000,000株を上限とする。 

 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行

う場合は、新株予約権の目的たる株式の数は次の計算式により調

整されるものとする。 

  ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利

行使されていない新株予約権の目的たる数のみ行われ、調整の結

果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

 調整後株式数＝調整前株式数×株式分割または併合の比率 

 

 さらに、新株予約権発行後、組織再編その他株式数の調整を必

要とするやむを得ない事由が生じたときは、条件等を勘案のう

え、合理的な範囲で株式数の調整を行うものとする。 

(3)発行する新株予約権の総数   

 10,000個（新株予約権1個あたりの目的となる株式数1,000株）

を上限とする。ただし(2)に定める調整に服する） 

(4)新株予約権の発行価額    無償 

(5)新株予約権行使時に払込をすべき金額 

 新株予約権1個につき51,000円（1株につき51円）  

 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を 

行う場合は、次の計算式により1株当たりの払込価額を調整し、調

整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。 

   また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の

発行または自己株式の処分（新株予約権の行使による場合を除

く）を行うときは、次の計算式により1株当たりの払込価額を調整

し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。 

調整後払込価額＝調整前払込価額×
1 

株式分割または併合の比率   

   

 



前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

      
既発行
株式数 

＋

新発行・ 
処分株式数 

× 
１株当たりの
発行・処分価額 

調整後
転換価額 

＝
調整前
転換価額 

×

時価 

既発行株式数＋新発行・処分株式数

     上記の計算式において、「既発行株式数」とは当社発行済

株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、

自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式

の処分」、「1株当たりの払込価額」を「1株当たりの処分価

額」に、と読み替えるものとする。さらに、新株予約権発行

後、組織再編その他払込価額の調整を必要とするやむを得な

い事由が生じたときは、条件等を勘案のうえ、合理的な範囲

で払込価額の調整を行うものとする。 

(6)新株予約権の権利行使期間 

  平成18年4月1日から平成23年3月31日まで 

(7)新株予約権行使の条件 

① 取締役として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使

時においても、当社または当社関連会社の取締役、監査役も

しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了

による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの

限りでないものとし、その詳細は③に規定する新株予約権割

当契約に定める条件による。 

② 各新株予約権の行使にあたって一部行使はできない。 

③ その他の条件については、株主総会および取締役会決議

に基づき、当社と対象者の間で締結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。 

(8)新株予約権の消却事由および条件 

 当社はいつでも新株予約権を無償で取得し、これを消却す

ることができる。 

(9)新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要す

るものとする。 

(10)新株予約権証券の発行 

 当社は、新株予約権者の請求のあるときに限り、新株予約

権証券を発行する。 

(11)株式の発行価額中、資本に組入れない額 

 新株予約権行使により発行された新株の発行価額は(5)に

定める各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額（た

だし、(5)の定めにより調整された場合は調整後の額）の1株

当たりの金額とし、新株発行価額中資本に組入れない額は、

当該発行価額の2分の1の額とする。ただし、計算の結果1円

未満の端数を生じる場合は、その端数を切り捨てる。 

3. 新株予約権の発行価額および新株予約権の行使に際して

払込をなすべき価額の算定理由 

 ストックオプションの目的で新株予約権を発行することか

ら、新株予約権の発行価額は無償とし、1株当たりの払込価

額は、本新株予約権発行の決議を行った取締役会開催日（平

成17年11月24日）前日より過去6ヶ月の各日（取引が成立し

ない日を除く）におけるジャスダック証券取引所における当

社普通株式の終値の平均値とし、1円未満の端数を切り上げ

た金額（51円）とする。 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【有形固定資産等明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

 投資有価証 

 券 

その他有 

価証券 
  丸大証券（株） 30,000 60,000 

計 30,000 60,000 

         【その他】  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

営業投資有

価証券 

売買目的

有価証券 

（株）グッドウィル 40 696 

（株）カト吉 20,000 14,860 

（株）ネットマークス 5 1,115 

アルバイトタイムス(株） 5,000 40,220 

（株）インテリジェント ウェイブ 2 644 

 アドバネクス 3,000 1,401 

（株）荏原製作所 7,000 3,381 

その他有

価証券 
 その他   697,530 

計 3,547 729,911 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産        

建物 22,957 － － 22,957 7,664 2,802 15,292 

車両運搬具 1,150 － － 1,150 806 161 343 

工具器具備品 39,754 1,100 1,289 39,565 20,790 3,429 18,774 

有形固定資産計 63,862 1,100 1,289 63,673 29,261 6,392 34,411 

無形固定資産        

電話加入権 1,164 － － 1,164 － － 1,164 

ソフトウェア 3,313 － － 3,313 1,677 662 1,636 

 無形固定資産計 4,477 － － 4,477 1,677 662 2,800 



【借入金等明細表】 

 （注）１．借入金につきましては、平成17年８月31日付で債務免除を受けており期末借入残高はございません。 

【資本金等明細表】 

 （注）１．当期減少額は、前決算期末の繰越損失填補によるものであります。 

        ２．当期末における自己株式数は、8,711株であります。 

    ３．当期増加額は、前決算期末の繰越損失填補額と減少した資本金との差額を計上したものであります。  

【引当金明細表】 

 （注） 賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、前期の戻入益であります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 － － － － 

１年以内に返済予定の長期借入金 156,000 － － － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 137,570 － － － 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 293,570 － － － 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円）（注）１ 8,273,496 － 6,573,496 1,700,000 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注）２ （株） (165,469,931) （－） （－） (165,469,931)

普通株式（注）１ （千円） 8,273,496 － 6,573,496 1,700,000 

計 （株） (165,469,931) （－） （－） (165,469,931)

計 （千円） 8,273,496 － 6,573,496 1,700,000 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

 (その他資本剰余金) 

 減資差益 

（注）３ 

 （千円） － 46,721 － 46,721 

計 （千円） － 46,721 － 46,721 

利益準備金及

び任意積立金 

──────  － － － － 

計 （千円） － － － － 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 205,266 1,000 － － 206,266 

賞与引当金 4,054 3,445 3,784 270 3,445 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

１）現金及び預金 

２）受取手形 

相手先別内訳 

３）売掛金 

(イ)相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

３）営業投資有価証券 

区分 金額（千円） 備考 

現金 13,187   

預金の種類    

当座預金 779   

普通預金 163,665   

定期預金 10,000   

小計 174,444 － 

合計 187,632 － 

相手先 金額（千円） 備考 

 ㈱日新堂 2,962  

 ロイヤルステージ㈱ 172  

計 3,135 － 

相手先 金額（千円） 備考 

クレジット会社等 8,660   

FUND投資先 97,532   

㈱日新堂 4,100   

栄光時計㈱ 札幌営業所 973   

 その他 6,395   

計 117,662 － 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

×100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

65,692 1,221,827 1,169,857 117,662 90.9 27.4 

区分 金額（千円） 備考 

その他 729,911   

計 729,911 － 



４）営業出資金 

５）商品 

６）破産債権・更生債権その他これらに準ずる債権 

② 負債の部 

１）買掛金 

(3）【その他】 

該当事項はありません。 

区分 金額（千円） 備考 

投資事業組合等 141,419   

計 141,419 － 

品目 金額（千円） 備考 

宝石 125,746   

時計 458,425   

その他 4,725   

計 588,897 － 

区分 金額（千円） 備考 

営業貸付金 185,666   

売掛金 19,600   

計 205,266 － 

相手先 金額（千円） 備考 

LEONARD S.A 7,310   

ウブロジャパン㈱ 6,205   

ユーロパッション㈱ 4,677   

 その他 13,437   

計 31,630 － 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ９月30日 

定時株主総会 決算の翌日より３か月以内 

基準日 ９月30日 

株券の種類 10,000株券及び1,000株券 

中間配当基準日 ３月31日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

代理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社      全国各支店 

みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 １枚につき100円及び印紙税相当額を加算した額 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

代理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社      全国各支店 

みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社には、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第25期）（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日）平成16年12月24日関東財務局長に提出。

(2)臨時報告書 

平成17年１月14日関東財務局長に提出。 

企業等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定（主要株主の異動） 

(3)臨時報告書 

平成17年２月１日関東財務局長に提出。 

企業等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定（ストックオプションとしての新株予約権の発

行） 

(4)半期報告書 

 (第26期中）（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月28日関東財務局長に提出。 

(5)有価証券届出書（第三者割当新株予約権発行）及びその添付書類 

平成17年10月24日関東財務局長に提出。 

(6)有価証券届出書の訂正届出書及びその添付書類 

平成17年10月24日関東財務局長に提出。 

平成17年10月24日提出の有価証券届出書の訂正届出書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  平成16年12月22日

株式会社なが多   

 取締役会 御中  

 霞友監査法人 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 溝口 俊一  印 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 吉田 恭治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社なが多の平成15年10月１日から平成16年９月30日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、キャッシュ・フロー計算書、損失処理計算書及び附属明細書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社なが多の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

 「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載されているとおり、会社は、７期連続して当期純損

失を計上している。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。 

当該状況を解消すべく並行輸入業務から代理店業務への業態転換、投資事業の多角化を行い、営業面での効率化及び代

理店業務に特化することにより利益率の向上を図っている。 

 今後は業務提携による新規ブランド等の取扱の拡大を図ること及び新規事業領域の開拓を行っていく予定である。 

上記の諸策により、売上高及び利益増加を見込んでおり、財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。 

 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成17年12月26日

株式会社なが多   

 取締役会 御中  

 公認会計士赤坂事務所 

 
  

  
 公認会計士 赤坂 満秋  印 

 吉野公認会計士事務所 

 
  

  
 公認会計士 吉野 直樹  印 

 私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社な

が多の平成16年10月１日から平成17年９月30日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、私たちの責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たち

に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行

われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 

 私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社な

が多の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社な

が多の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 追記情報 

１．「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載されているとおり、会社は8期ぶりに当期純利益を

計上したものの売上高においては、前事業年度より著しく減少している。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。 

 会社は、当該状況を解消すべく代理店業務への業態転換及び投資事業の多角化を行い、営業面での効率化及び代理店

業務への特化することにより売上高と利益率の向上を図っている。 

 また、今後業務展開に合わせた資金調達としての新株予約権発行により資本の充実も図っており、今後は業務提携に

よる新規ブランド等の取扱の拡大を図ること直営店の多店舗営業展開及び新規事業領域の開拓を行う予定である。 

 上記の諸策により、売上高及び利益の増加を見込んでいる。 

 財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。 

  

２．重要な後発事象として以下の事項が記載されている。 

 (1) 平成17年10月24日の取締役会において第三者割当による新株予約権の発行された件。 

  (2) 平成17年12月22日の定時株主総会においてストックオプションとして第２回新株予約権を発行する件。 

  

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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